
                                                   

 ○役員及び評議員の報酬等及び費用に関する規程 

   

平 成 ２２年 ３月 ２６日 

平成２２年規程第４号 

改正 平成23 年3 月25 日規程第6 号 

 

役員及び評議員の報酬等及び費用に関する規程 

 

(目的及び意義) 

第１条 この規程は、公益財団法人神奈川県労働福祉協会(以下「協会」という。)の定款第１８条及び第３

７条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成１８年法律第４８号)及び公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関する法律(平成１８年法律第４９号。以下「公益法人認定法」という。)の規定に照

らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。 

(定義等) 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 役員とは、理事及び監事をいう。 

 (2) 役員等とは、役員及び評議員をいう。 

 (3) 報酬等とは、公益法人認定法第５条第１３号で定める報酬及び賞与をいう。 

 (4) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当及び旅費をいう。 

(報酬等の支給) 

第３条 役員には、職務執行の対価として、理事長及び常務理事(以下「理事長等」という。)については月

額で、その他の役員については理事会出席等、必要の都度定額で、報酬を支給することができる。 

２  理事長等には、毎年６月及び１２月に、賞与を支給することができる。 

３  第１項及び前項の規定にかかわらず、職員を兼務する理事長等には、評議員会の決議により、職員

給与規程に基づき給与を支給し、報酬等を支給しないことができる。 

４  評議員には、定款第１８条に定める金額の範囲内で、報酬を支給することができる。 

(報酬の額等) 

第４条 理事長等の報酬の月額は、報酬月額表(別表第１)のうちから、評議員会の決議により定めるもの

とする。 

２  理事長等を除く役員の報酬は、理事会又は評議員会の出席の都度、一人一律１４，０００円を支給す

る。 

３  監事には、前項の規定による報酬のほか、評議員会の決議により、年間総額３０万円の範囲内の額

を加算して報酬を支給することができる。 

４  評議員の報酬は、評議員会の出席の都度、一人一律１４，０００円を支給する。 

５  第１項に定める報酬の支給日は、職員給与規程が規定する給料の支給定日の例によるものとし、第

３項に定める報酬の支給日は、事業年度開始後３ヶ月以内に実施する監事監査の終了後１５日以内と

する。 

(賞与の額等) 

第５条 賞与の額は、６月１日及び１２月１日(以下「基準日」いう。)において、それぞれ在職する者の報酬

の月額の１．２倍に相当する額に、６箇月以内の期間内におけるその者の在職期間に応じて、賞与支

給割合表(別表第２)に定める割合を乗じて得た額とする。 

２  前項に定めるもののほか、賞与の支給に関しては、職員給与規程が規定する期末手当に準ずるも

のとする。 



                                                   

(報酬等の支給方法) 

第６条 報酬等は、通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に

振り込むことができる。 

２  報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出のあった立替金、積立金等

を控除して支給する。 

(費用) 

第７条 理事長等には、その通勤の実態に応じ、職員給与規程に準じて通勤手当を支給することができ

る。 

２  職員を兼務する理事長等には、評議員会の決議により、職員給与規程に基づく通勤手当を支給し、

前項の規定に基づく通勤手当を支給しないことができる。 

３  理事長等を除く役員等が理事会又は評議員会に出席した場合は交通費を、役員等が協会の用務の

ために旅行した場合は旅費を、それぞれ旅費規程に準じて支給することができる。 

(公表) 

第８条 協会は、この規程をもって、公益法人認定法第２０条第１項に定める報酬等の支給の基準として

公表するものとする。 

(改廃) 

第９条 この規程の改廃は、評議員会の決議により行うものとする。 

(行政庁への届出) 

第１0 条 この規程を改廃したときは、遅滞なく、その旨を神奈川県知事に届け出なければならない。 

(補則) 

第１１条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が評議員会の承認を得て、別に定めるものとす

る。 

附 則 

１  この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人

の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成１８年法律第５０号)第１０６

条第１項に定める公益法人の設立登記の日（以下「設立登記日」という。）から施行する。 

（設立登記日 平成２２年１２月１日） 

２  削除 （平23・規6・一部改正） 

３  設立登記日の属する月から同日以後に最初に開催される評議員会の開催日の属する月までの間

（以下「特例期間」という。）の理事長及び常務理事の報酬の月額は、第４条第１項の規定にかかわらず、

理事長にあっては３８０，７００円、常務理事にあっては３３３，０００円とする。 

４  特例期間における職員を兼務する常務理事には、第３条第３項及び第７条第２項の規定にかかわら

ず、職員給与規程に基づく給与を支給し、この規程に基づく報酬、賞与及び通勤手当を支給しない。 

５  財団法人神奈川県労働福祉協会役員の給与に関する規程(昭和４３年規程第７号)は、廃止する。 

６  旅費規程(昭和４３年規程第８号)の一部を次のように改正する。 

第１条中「財団法人」を「公益財団法人」に、「役員及び職員(以下「職員」という。)」を「職員」に改める。 

附 則 

 この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

別表第１(第４条関係) 

 理事長     月額３８０，７００円までの範囲内 

 常務理事   月額３３３，０００円までの範囲内 

 

別表第２(第５条関係) （平23・規6・一部改正） 

基準日 在 職 期 間 割  合 

６箇月 １00 分の１22.5 ６月１日 

３箇月以上６箇月未満 １00 分の 73.5 



                                                   

 ３箇月未満 １00 分の 36．75 

６箇月 １00 分の 137.5 

３箇月以上６箇月未満 １00 分の 82.5 １２月１日 

３箇月未満 １00 分の 41.25 


